
1. 緒言

平成 7年 1 月 1 7日未明に発生した阪神大震災は死者

5 、 4 0 0人を越え、戦後最大の惨事となった。これに

対応して、慶應義熱は医学部を中心に「阪神大震災救援・

慶應義熟大学医療チーム」を結成し、 2 月 1 日より 1 ヶ

月間にわたり被災地における救援医療活動を実施した。

この医療チームの派遣は本熱にとっても初めての試み

であったが、熱内外の多大な支援により有益な業務を遂

行することができた。 本報告書は、大震災発生より医

療チーム派遣にいたるまでの経緯、救援医療活動状況な

どを記録に留め報告すとともに、将来の有事に備える資

料の一部とすることを目的とした。

2. 救援医療チーム結成の経緯

平成 7 年 1 月 1 7 日（火曜日）午前 5 時 4 6分、兵庫

県南部を中心にに発生した地震は、その発生時間・帯が未

明であったこともあり、東京では朝のニュースによりこ

れを初めて知った人が多かった。高速道路の崩壊をとも

なう直下型大地震とは報道されていたものの、当初の報

道では死亡数は 2 0 0 名を越える程度とされた。しかし、

時間経過とともに初期の報道よりも被害が大規模である

ことが明かとなった。当日午後にいたり、死傷者数、負

傷者数はうなぎ登りに増加し、次第に大災害の全貌が明

かとなった。当日午後には「兵庫県南部地震」と命名さ

れた。

翌 1 8 日にいたり、この地震が戦後では最大規模の被

災者を生んだ大災害であることが判明した。しかし、詳

細な情報、特に救急医療対応状況に関しては殆ど報道さ

れず、ただ建物が崩壊した病院の存在が報道されたにと

どまった。

本盤医学部は情報の収集につとめ、救急部は翌 1 9 日、

日本救急医学会宛（日本医科大学・山本保博教授）に被
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災地の救援医療に協力する旨を伝達すると共に、救急部

専任医 2 名（田熊清継君、 鈴木昌君）を随時現地に派

遣出来るよ・う待機させ、これに伴う勤務体制を整備した。

さらに同日より、医学部内外の医師から、ボランテイアと

して被災地の救援医療に協力したいとの申し出でが伝え

られた。その中には 5 0回生の堂園涼子君（産婦人科・

開業）、一般消化器外科・大上正裕君、放射線科・北村

正幸君が含まれていた。

大上君はいち早く、 1 月 2 0 日に被災地の中で最も被

害の大きかった神戸市・東灘区に向けて出発した。翌 2 1 

日、救急部の田熊清継君は救援医療及ぴ現地視察のため、

大阪大学医学部特殊救急部および兵庫県立西ノ宮病院救

急医療センターに向かった。さらに同日、個人ポランテイ

アとして堂園涼子君が東灘区に出発、さらに関連病院で

ある済生会神奈川病院が救援医療チームの派遣を決定し、

同院外科の土肥正和君 (6 6 回生）が東灘区に向かった。

この頃、本震災は「阪神大震災」と改称された。

被災地では当初約 3 0 万人の被災者が学校などに避難

した。これら避難所への救援物資の援助と医療援助とは

神戸市各区の区役所が管轄し、緊急時対応に関連，する諸

活動を統括していた。大上君、堂園君、土肥君らは個々

にボランテイアとして救援医療を行うよりも、熟員が連携

して組織的に活動することが救援活動には有利と判断、

神戸市東灘区保健所に連絡し、同保健所（所長 石井昌

生氏、保健課長 本田守二氏、医療チーム統括責任者

石原京介医師）が統括する東灘区の医療復旧計画の一端

を担うこととなった。具体的には同区の管轄する避難所

内の救護所のうち、住吉中学校（当初避難者数約 2 、 5

0 0 名、添付資料 1参照）を担当することとなった。

東灘区内にあった 1 8 8医療機関のう．ち、 1施設は完

全倒壊し、半壊やライフライン途絶にともない約 1 7 0 

施設が閉鎖状態となっていた。これらの施設に通院して

いた被災者や、寒冷とストレスに曝された被災者の健康

を守るため、救護所医療の継続が求められていた。これ

に対応するためには、個人レベルのボランティアではな

く、組織体による救援医療チームの派遣が必須と判断さ
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3.派遣準備

医療チーム派遣の決定にともない、諸準備が迅速に進め

られた。

医療チームの本部は医学部救急部内に置かれ、救急部

助教授・堀進悟君を副本部長とした。

さらに支援事務に関し、医学部庶務課（播磨時一課長）

が全般の支援業務を統括した。医療チーム派遣は熟内で

は業務命令により遂行され、その予算措置がとられ、医

療チームには地震特約を含めた各種損害保険等が適用さ

れるように配慮された。また、超重症患者が発生した場

合の受け入れ体制として、大阪府立千里救命救急センタ

ー（太田宗夫所長）が後方三次施設として確保された。

医療チーム派遣に際しては、正確な情報把握が必須で

あったが、この頃より、発信日、発信場所により、現地

情報の詳細が刻々変化する状況となり、．被災地の状況が

急速に変化している様子が伺われた。

医療チーム派遣にともなう情報収集と被災地受け入れ

先との連絡のため、 1 月 2 7 日早朝より堀副本部長が現

地調査に向かった。同日には、既に阪神電鉄青木駅まで

の交通が回復し、青木駅より徒歩約 20 分で東灘保健所

に到着することが可能であった。堀副本部長は石井保健
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所長、本田保健課長、石原京介医師と会談し、医療チー

ム派遣に関する慶應義熟の意志を伝；えるとともに、救援

業務遂行に必要な以下の諸点を確認した。

l) 慶應義熟大学のボランテイア活動として 2 月 1 日より

1 ヶ月の予定で、医師 3 名、看護婦 3名からなる医療チ

ームを派遣する。この活動は慶應義盤の業務として遂行

される。

2) 救援医療の対象を東灘区に集中する。

3) 同区の医療復旧計画に組織的に協力するために、同

医療チームの活動を東＇灘区保健所の管轄下（医療統括責

任者・石原京介医師）に置く。

上記に対し、石原医師より東灘区役所管轄下に 3 2 の

避難所に救護所が設営され、救護所医療が行われている

ことが説明され、慶應義熟大学は住吉中学校および御影

北小学校の避難所内救護所の医療を担当することが依頼

された。

被災地内の医療の統括方法として、各救護所より FAX

により不足備品・薬剤の連絡と業務報告が適宜行われて

いること、および各救護所を担当する医療チームが 3 -

4 日毎に区役所に集合し、 「常設救護所連絡会」・をもっ

ていることが説明された。

現地では道路状況の回復にともない、すでに救急車が

稼働し、入院治療を必要とする患者が避難所で発生した

場合には病院への転送が可能であることが確認された。

これにより原則として、大阪府立千里救命救急センター

までは患者を搬送しない方針とした。また、各地より救

援物資として多量の医薬品が区役所に搬入、貯蔵され、

必要に応じてポランテイアが救護所に搬送すること、薬剤

の管理は区役所で薬剤師のボランテイアが行っているが、

細かな区分けは出来ていないことなどが，明らかとなった。

この時点では東灘区内で約 1 0 0 カ所の医療機関が診

療を再開していたが、残りの施設の診療再開の目途はた

っていないとのことであった。

堀副本部長は直ちに住吉中学校と御影北小学校に向い、

現地避難所および周囲の状況と医療内容を視察した。住

吉中学校には被災者約 7 0 0 名、御影北小学校には約 4
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0 0 名の被災者が収容されていた（添付資料 2参照）。

住吉中学校には土肥医師と個人ボラ；ンテイアおよび看護婦

各 1名が医療支援活動中で保健室を救護所として利用し

ていた。受診者数は一日平均約 5 0名であった。

診療の内容は風邪、高血圧、喘息、皮膚炎、軽症外傷

などのプライマリーケアが主体であることが判明した。

診療には簡便なカルテを使用し、カルテ保管は患者渡し

の体制が取られていた（添付資料 5 参照）。ライフライ

ンは電気のみ復旧され．、生活用水は制限されていた。食

料はパンな｀どが配給されているが、生鮮食量品は入手不

能であった。夜間には寒冷が厳しく、零度以下になるが

暖房器具はなく、被災者は教室内で毛布だけで寒・さを凌

いでいた。御影北小学校では、京都．音羽会病院の医師 1

名、看護婦 3 名が活動中であったが、受診者数などの統

計はなかった。

一方、東京では同日夕刻に本熟医学部北里講堂におい

て現地医療状況報告会が開かれた。医師、看護婦、医療

従事者、学生で満員となった会場では、大上君、堂園君、

ならびに急逮帰京した堀副本部長から、報道では知り得

なかった被災地の惨状と救援医療の必要性が紹介・された。

矢部病院長より、内科、外科、小児科、および救急部

に対し派遣医師の割愛が要請され、看護部に看護婦派遣

が指示された。 2 月 1 日の派遣に向けて、派遣者リスト

は滞り無く作成された（添付資料 3 参照）。

医療チームが救護所で行う救援医療の準備に関し、本

部を中心に詳細な検討が行われた。携帯備品及び薬品の

内容は、現地の医療ニーズ、救援物資としての薬剤の供

給状況、救護所における緊急時の対応、さらに搬送可能

重量などの諸要素を考慮して検討された。日本光電株式

会社より携帯用心電計が貸与された。備．品と薬剤の調達

は薬剤部および用度課が担当した（添付資料 7 、8 参照）。

現地で薬品、備品の不足があれば、現地からの電話およ

びFAXの連絡により適宜補充する方針とし、携帯電話を

1台準備した。その他ストープ、簡易ベッド、電子レン

ジなどの生活備品を現地調達し、さらに派遣人数分の防

寒具と二次災害に備えてヘルメットを準備した。慶應義
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塾の認識票として、医療チームは白衣の上に三色の腕章

を巻くこととなった。カルテには、：すでに被災地で使用

されている簡便な形式（添付資料 5 参照）を採用するこ

ととした。

医療チームの最年長医師をチームリーダーとし、現地

での活動全般の統括と業務報告を義務づけた。業務報告

は毎日の受診者数を F A.Xにより翌日に本部に送付するこ

ととし、不足備品・薬剤の連絡も行うこととした。さら

に住吉中学校と御影北小学校のそれぞれに業務日誌を用

意し、チームリーダーは帰京後に報告書を提出すること

した。

医療チーム参加者には、添付資料 (1) - (4) が渡さ

れ、今回の救援医療の意義と、塾員としてのチームワー

ク、および二次災害への心得について本部より説明・注

意された。第 1班には相川本部長が同行し現地入りする

こととなった。

4. 被災地における医療活動

l) 救援医療活動の開始

医療チーム第 1班は 2 月 1 日未明に東京駅を発ち、新

幹線と阪神電鉄を乗継いで青木駅から東灘区に入り、東

灘区保健所に活動開始報告のため立ち寄り、同日午後よ

り業務を開始した。済生会神奈川県病院（佐々木淳一君

救急部 6 8 回生）のチームから住吉中学校および御影北

小学校の保健室を救護所として引き継ぎ、心電計、血糖

測定器その他の医薬品を設置して救護所の整備し、早速

診療が開始された。

2) 傷病の内容、受診患者数、診療時間など

避難所では地震発生直後に多かった外傷患者は減少し、

感冒、呼吸器疾患、高血圧、腰痛、皮膚疾患などが主要

疾患となっていた。被災し閉院した地元の医療機関では

治療ができなくなった人たちの慢性疾患の継続治療もチ

ームの役目となった。全体に軽症患者が多かったが、受

7 



診者の中に占める高齢者の割合が高く、脳血管障害や不

整脈の た め 、 後 方 病 院 へ搬送を要し；た患者もあった。

診療時間は午前 9 時より午後 8 時 ま で と し た 。 し か し 、

住吉中学校には医師と看護婦とが 2 名づつ、御影北小学

校には 医 師 と 看 護 婦 と が 1名づつ校内（会議室あるいは

救 護 所）に宿泊することとしたので、両避難所で夜間に

患者が発生した場合には、適宜これに対応する体制を取

ることが出来た。

医師と看護婦が、他 9の避難所生活者と同一環境で寝食

をともにして避難所内に泊まり込む体制は、被災者に少

なからぬ安心感を与えたものと信ずる。 2 月上旬より避

難 所 生活者の昼間人口は減少する傾向にあったが、夕刻

より避難所に戻る者が多いため、午後 5 時より 9時頃ま

での受診者数が多い傾向にあった。

直接診療を受ける患者以外にも、風邪薬やマスクなど

を求めてくる被災者も多数あった。御影北小学校の救護

室内には、脳血管障害のため寝たきり老人 1 名が避難し

ており、医療チームは 1 ヵ月にわたりこの老人の排泄介

助を含めた生活介護を行った。精神的打撃や長期の避難

所 生 活のストレスのため、救護所を訪れて号泣す 9 る女性

(K  E I 0 医学部病院ニュース、 1 4 6 号、石井孝子婦長

談）など、精神的介護を含めた対応の重要性も痛感され

た。

2 月 1 日より 2 8 日までの両救護所を受診した患者数

はのべ 総数 8 8 4 名に 達した（添付資料 9 参照）。

3) 救 援医療の業務拡大

住吉中学校、御影北庄学校の救護所には、避難所生活

者以外 に も 近 隣 住 民 が多数診療を求めてきた。また、医

療チームは救護所の設置されていない東．灘体育館、同保

育所、魚 崎中学校の避難所の巡回診療をあわせて行った。

さ らに 2 月 1 7 日に撤退する自治医大チームが受け持

っていた甲南小学校と阿弥陀寺の避難所の巡回医療を引

き継ぎ、 さら に 2 4 日の済生会チーム撤収後には灘高等

学校にも巡回診療を行った。
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4) 業務連絡、患者数の推移

本部への業務連絡は本 部 あ て F.；A X により侮日送付さ

れ、診療患者数、不足医薬品などが適宜連絡された。受

診者数は避難所生活者数の減少と地元医療機関の業務再

開にともない、わずかず，つ漸減の傾向を示した（添付資

料 9 参照）。

5) 塾内外からの支援

避難 所 を 救 援 医 療 の 話動拠点とし得たために、全国各

地 か らの医療ボランテイア（眼科、耳鼻科、歯科医師、心

理 療 法士など）の協力が得られ、よりレベルの高い救援

医療活動を行うことができた。 2 月 1 6 日以降、本塾医

学 部 精神科（浅井昌弘教授）の医師が淡路島への救援医

療の途 中から東灘区へも立ち寄り、専門的な診療支援を

いただくことができた。

2 月 1 5 日には本塾 の長島昭常任理事が渡部淳総合企

画室主 任とともに避難所を視察、激励をいただいた。さ

らに、塾内外の多くの方々から現地医療チームヘ激励や

陣中お見舞いをいただいた。

特筆すべきことは、連合三田会（服部禍次郎会・長）が

この活動を強力に支援して下さったことである。服部会

長は 2 月 9 日に相川本部長を訪れ、その報告を聞くや、

急逮支 援 を 検 討 さ れ 、 医療チームの活動資金として 5 0 

0 万円のご寄付を慶應義塾に下さった。また、パレスホ

テル様より 1 0 0 万円を 医 学 部 に ご 寄 付 頂 い た 。

6) 中間報告検討会議

2 月 1 6 日 に 矢 部 病院長臨席のもとに中間報告検討会

が本部で行われ、業務が順調に遂行されていることの確

認と共に、その後の予定が協議された。．受診者数の推移、

被災地の復旧状況などを綿密慎重に検討した結果、救援

医 療 チームの活動は当初の予定通り 2 月末で終了するこ

とが決定された。

7) 撤収 準 備

上記中間報告検討会の決定を踏まえ、撤収準備のため

， 



救急部篠澤洋太郎専任講師が本部長代理として 2 月 2 1 

日に現地に向かった。東灘区保健所：本田保健課長と石原

医師とに面談し、 2 月 2 8日撤収の方針を伝え了解を得

た。同時に、 2 4 日より済生会チーム撤収にともない、

灘高等学校避難所への巡回診療 5 日間を依頼された。

医療チームは 2 8 日の撤収に向けて準備を開始した。

救護所閉鎖の被災者への通知、カルテ原薄の保管（保健

所へ渡す）、医薬品や医療器具の整理、・移管などの計画

がたてられた。 備品の一部は医療チームが滞在した住

吉中学校、御影北小学校に寄付する方針とした。

8) 救援医療活動の終了

2 月 2 7 日より相川本部長が現地に入り、住吉中学校

と御影北小学校の校長とにそれぞれ面談、 2 月 2 8 日撤

収の意向を伝えて了解を得た。さらに、阿弥陀寺、灘高

等学校の避難所を巡回し撤収を伝え、続いて石井保健所

長と本田保健課長とに面談し撤収を伝えた。

石井保健所長と本田保健課長からは、慶應義盤に対し

て深甚な感謝の意が述べられた。

さらに、相川本部長は大阪に戻り、大阪府立千・里救命

救急センター太田所長に後方支援待機に関するお礼を述

べた。

同日、午後 6時より東灘保健所に／おいて「第 1 2回常

設救護所連絡会（最終回）」が開催された。この会議に

て 3 月以降は救護所医療を地元医師会の診療体制に移行

させることが確認され、撤収が円滑に行われることとな

った。

医療チームは 2 8 日早朝より撤収作業を行い、午後に

両救護所を閉鎖、現地を出発して夜半に帰京した。

9) 経理報告

本救援医療活動に対しては、当初、慶應義塾より 1、

0 0 0万円の予算措置を頂いた。

活動に要した経費総額は、 6 、 4 4 9 、 5 8 4 円であ

り、その内訳は添付資料 1 1 に示した。
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5.総括

2 月 1 日より 2 8 日まで 「 阪 神 大 ； 擬 災 救 護 所 医 療 を ・

慶應義塾大学救援医療チーム」は神戸市東灘区において

救援医療 活動 を遂 行し 、これを有益かつ無事に終了する

ことができた。チーム結 成前より業務終了にいたるまで、

熟内外からの強力な支援体制は一貫し、今回の活動の強

い基盤となった。医療チームに参加した医師、看護婦た

ちのチームワークは強固で、その医療活動の一部は読売

新聞 紙上（添付資料 1 2 参照）でもとりあげられた。

今回の救援医療活動ば、未曾有の大災害にみまわれた

多数の被災者に対して必要な医療を提供したことにのみ

にとどまらず、 「逆に被災者より医療の意味を学ぶ機会

を得た」とのチーム参加者の述懐を聞くことも出来た。

報告を終わるにあたり、本活動に対して深いご理解と

絶大なご支援を頂いた、関係各位に厚く感謝いたす次第

である。
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